
２3.　2.　15
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

利
用
を
希
望
す
る
方
は
、
こ
の
機

会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、

駅
か
ら
直
線
に
し
て
７
０
０
㍍
以

内
に
自
宅
・
通
学
先
・
勤
務
先
が

あ
る
方
は
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

詳
細
は
、「
令
和
３
年
度
自
転
車

等
駐
車
場
登
録
申
請
要
項
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
、
恒
久
的
な
自
転
車
等

駐
車
場
の
確
保
に
向
け
、
東
久
留

米
市
都
市
計
画
自
転
車
駐
車
場
整

備
事
業
を
進
め
て
お
り
、
今
後
、

３
年
度
中
の
当
該
事
業
に
係
る
事

業
者
の
選
定
な
ど
に
向
け
た
取
り

組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
本
事
業

に
つ
い
て
は
、
既
存
施
設
の
運
営

な
ど
を
含
め
包
括
的
に
実
施
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
、
運
営
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
事
業
者
が
決
定
し

た
段
階
で
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

国
民
健
康
保
険 

滞
納
世
帯
主
等
特
別
措
置
の
ご
案
内

自
転
車
等
駐
車
場
の
利
用
登
録
を

受
け
付
け
ま
す
（
二
次
募
集
）

　
市
営
自
転
車
等
駐
車
場
で
は
、

４
月
１
日
か
ら
の
利
用
登
録
分
に
、

ま
だ
空
き
の
あ
る
駐
車
場
が
あ
り

ま
す
。
通
勤
・
通
学
な
ど
で
常
時

申

請

書
・

要

項

の 

配

布

期

間
・

場

所

　
２
月
１９
日
（
金
）
か
ら
次
の
場

所
で
配
布
し
ま
す
。
配
布
す
る
申

請
書
・
要
項
は
一
次
募
集
と
同
じ

も
の
で
す
。

　
①
市
役
所
（
５
階
５
０
１
会
議

室
）

　
②
上
の
原
・
ひ
ば
り
が
丘
・
滝

山
の
各
連
絡
所

　
③
各
市
営
自
転
車
等
駐
車
場

　
※
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
、「
申

請
書
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
」
か
ら
も
取

得
で
き
ま
す
。

　
【
配
布
日
時
】①
と
②
が
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
８
時

半
～
午
後
５
時
。
③
は
各
駐
車
場

備
え
付
け
の
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
取
得

で
き
ま
す

　
【
申
請
方
法
】同
要
項
に
従
っ
て
、

２
月
１９
日
（
金
）
～
２６
日
（
金
）

に
（
必
着
）、
〒
２
０
３

−

８
５

５
５
、
市
役
所
管
理
課
管
理
調
整

担
当
宛
て
郵
送
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
電
子
申
請
で
申
し
込

み
を
（
電
子
申
請
の
場
合
は
、
パ

ソ
コ
ン
で
の
み
申
請
で
き
ま
す
。
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

な
ど
で
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
）。

　
※
郵
送
の
場
合
は
、
登
録
者
本

人
の
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
を

記
入
し
た
返
信
用
封
筒
（
８４
円
切

手
貼
付
）
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

電
子
申
請
の
場
合
は
、
３
月
１５
日

（
月
）
に
送
付
す
る
電
子
結
果
通

知
を
確
認
後
、
来
庁
で
き
な
い
方

の
み
、
決
定
通
知
の
控
え
と
返
信

用
封
筒
（
８４
円
切
手
貼
付
）
を
郵

送
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
電
子

申
請
は
、
２
月
２４
日
（
水
）
午
後

８
時
～
２５
日
（
木
）
午
前
８
時
の

間
は
、
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

の
た
め
利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
※
応
募
多
数
の
場
合
は
、
抽
選

で
決
定
し
ま
す
。
登
録
決
定
後
の

手
続
き
に
つ
い
て
は
、
決
定
通
知

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

空

き

の

あ

る 

自
転
車
等
駐
車
場

　
①
自
転
車
＝
東
２
・
西
４
・
西

９
（
平
置
き
を
除
く
）

　
②
原
付
＝
東
２
・
西
４
・
西
１０

　
※
空
き
状
況
に
つ
い
て
は
受
付

期
間
中
に
管
理
課
、
５
０
１
会
議

室
（
い
ず
れ
も
市
役
所
５
階
）、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

不
定
期
に
自
転
車
等 

駐
車
場
を
ご
利
用
の
方

　
不
定
期
に
駅
周
辺
を
利
用
す
る

方
は
、
登
録
の
必
要
が
な
い
市
営

一
時
利
用
自
転
車
等
駐
車
場
ま
た

は
民
間
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　
１
日
当
た
り
の
利
用
料
金
は
、

西
第
９
一
時
は
自
転
車
が
一
般
１

０
０
円
・
学
生
５０
円
、
原
動
機
付

自
転
車
が
一
般
２
０
０
円
・
学
生

１
０
０
円
、
西
第
１０
一
時
は
自
転

車
１
０
０
円
で
す
。

　
な
お
、
西
第
１０
一
時
は
機
械
式

の
た
め
、
学
割
が
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
民
間
一
時
利
用
駐
車
場
は
、

学
割
が
な
い
ほ
か
、
各
駐
車
場
に

よ
り
時
間
ご
と
の
料
金
や
、
駐
車

可
能
な
車
種
が
異
な
り
ま
す
。

自
転
車
等
放
置
禁
止
区
域

　
東
久
留
米
駅
周
辺
（
左
図
）
は

自
転
車
等
放
置
禁
止
区
域
に
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
自
転
車
等
駐
車

場
お
よ
び
、
徒
歩
、
バ
ス
な
ど
の

利
用
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
管
理
課
管
理
調
整
担

当
☎
４
７
０
・
７
７
６
４
へ
。

れ
な
い
と
き
は
、
資
格
証
明
書
の

交
付
や
保
険
給
付
の
一
部
ま
た
は

全
部
差
し
止
め
、
さ
ら
に
は
保
険

給
付
の
額
が
滞
納
保
険
税
に
充
て

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
２

へ
。

　
【
特
別
措
置
の
内
容
】

　
①
現
在
使
用
し
て
い
る
被
保
険

者
証
を
返
還
し
て
い
た
だ
き
、
短

期
被
保
険
者
証
を
交
付
い
た
し
ま

す
（
短
期
被
保
険
者
証
と
は
、
有

効
期
限
が
短
い
被
保
険
者
証
の
こ

と
で
す
）

　
②
前
記
①
を
も
っ
て
も
改
善
さ

　
国
民
健
康
保
険
で
は
、
国
民
健

康
保
険
税
を
滞
納
す
る
と
次
の
特

別
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
事
情
が
あ
っ
て
納
付
が
困
難
な

と
き
は
、
必
ず
保
険
年
金
課
（
市

役
所
１
階
）や
納
税
課（
同
２
階
）

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

０
・
５
％
減
額
（
０
・
７
％
増

額
）
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
６６
歳
に
達
し
た
日
以

後
の
繰
り
下
げ
待
機
中
に
他
の

年
金
の
受
給
権
が
発
生
し
た
場

合
は
、
６５
歳
か
ら
の
老
齢
基
礎

年
金
を
遡
っ
て
裁
定
請
求
す
る

か
、
他
の
年
金
の
受
給
権
発
生

時
ま
で
の
期
間
に
対
す
る
繰
り

下
げ
受
給
に
よ
る
増
額
さ
れ
た

老
齢
基
礎
年
金
を
裁
定
請
求
す

る
か
、
受
給
者
自
身
が
選
択
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

６６
歳
以
後
の
希
望
す
る
時
点
か
ら

繰
り
下
げ
て
受
け
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

　
繰
り
上
げ
（
繰
り
下
げ
）
で
受

給
し
た
場
合
、
受
け
始
め
る
時
点

に
応
じ
て
一
定
の
割
合
で
減
額

（
増
額
）
さ
れ
た
年
金
を
生
涯
受

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
支
給
開

始
は
請
求
の
翌
月
か
ら
で
す
。

　
な
お
、
昭
和
１６
年
４
月
１
日
以

前
に
生
ま
れ
た
方
は
、
年
単
位
の

減
額
（
増
額
）
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
昭
和
１６
年
４
月
２
日
以
後
に

生
ま
れ
た
方
は
、
月
単
位
の
減
額

（
増
額
）と
な
り
、繰
り
上
げ（
繰

り
下
げ
）
１
月
に
つ
き
年
金
額
が

老
齢
基
礎
年
金
の 

繰
り
上
げ（
繰
り
下
げ
）

 

受

給

に

つ

い

て

　
老
齢
基
礎
年
金
は
、
本
来
６５

歳
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
が
、
６０
歳
以
後
の
希
望
す
る

時
点
か
ら
繰
り
上
げ
て
受
け
始

納
期
内
納
付
に 

ご

協

力

を

　
３
月
１
日
（
月
）
は
、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第

４
期
、
国
民
健
康
保
険
税
第

８
期
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
第
８
期
、
介
護
保
険
料

第
８
期
の
納
期
限
で
す
。
最

寄
り
の
金
融
機
関
・
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
（
郵
便
局
）・
コ

ン
ビ
ニ
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

ア
プ
リ
を
お
使
い
に
な
っ
て

お
納
め
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７

０
・
７
７
２
９
へ
。

一
人
一
人
の
行
動
変
容
が 

未
来
を
変
え
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す

マ
ス
ク
着
用
や
お
し
ゃ
べ
り
を

控
え
る
こ
と
、
こ
ま
め
に
手
洗

い
な
ど
す
る
こ
と
は
基
本
中
の

基
本
で
す
。
未
知
の
ウ
イ
ル
ス

と
の
戦
い
で
戦
略
が
見
え
づ
ら

い
時
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に

は
、
あ
ら
た
め
て
一
人
一
人
の

意
識
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
大

切
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
一
人

一
人
の
行
動
変
容
は
自
ら
の
意

思
で
実
行
で
き
、
こ
の
こ
と
が

未
来
を
変
え
る
こ
と
に
つ
な
が

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
ご
理
解
、

ご
協
力
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

が
、
今
一
度
お
力
を
お
貸
し
く

だ
さ
い
。

（
今
号
は
ラ
イ
ジ
ン
グ
サ
ン
に

代
わ
り
本
記
事
を
掲
載
い
た
し

ま
す
）

大
し
て
い
く
と
社
会
生
活
に
影
響

が
生
じ
、
日
々
の
生
活
へ
も
支
障

を
き
た
し
ま
す
。

　
感
染
し
な
い
、
感
染
さ
せ
な
い

た
め
に
は
ウ
イ
ル
ス
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
ウ
イ

ル
ス
を
吐
き
出
さ
ず
取
り
入
れ
な

い
こ
と
で
あ
り
、
日
常
生
活
に
お

い
て
そ
の
こ
と
だ
け
で
も
徹
底
さ

れ
れ
ば
こ
の
ウ
イ
ル
ス
は
広
が
り

づ
ら
く
な
り
ま
す
。
感
染
の
リ
ス

ク
を
下
げ
る
た
め
に
人
と
の
接
触

機
会
を
減
ら
す
こ
と
は
効
果
が
あ

り
、
可
能
な
限
り
努
力
を
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

　
２
月
２
日
に
、
国
が
緊
急
事

態
宣
言
の
３
月
７
日
ま
で
の
延

長
を
発
表
し
ま
し
た
。
そ
の
こ

と
に
伴
い
、
東
京
都
も
緊
急
事

態
措
置
を
継
続
し
て
実
施
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
の

戦
い
は
、
当
初
よ
り
長
期
戦
で

あ
り
感
染
者
の
減
少
と
増
加
を

繰
り
返
す
と
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
理
解
は
し
て
い
て
も
翻

弄
さ
れ
て
い
る
感
は
否
め
ま
せ

ん
。
人
は
一
人
で
生
き
る
こ
と

は
困
難
で
、
支
え
合
っ
て
生
活

を
送
っ
て
い
ま
す
。
感
染
が
拡

東
久
留
米
市
長

へ
郵
送
で
提
出
で
き
ま
す
。

　
【
確
定
申
告
書
送
付
先
】〒
１
８

９

−

８
５
５
５
、
東
村
山
市
本
町

１
ノ
２０
ノ
２２
、
東
村
山
税
務
署

　
市
役
所
で
は
、
自
宅
に
パ
ソ
コ

ン
が
無
い
方
の
た
め
に
、
給
与
ま

た
は
年
金
収
入
の
み
の
方
の
確
定

申
告
書
を
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
・
印

刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
コ
ー
ナ
ー

を
設
置
し
ま
す
。

　
【
設
置
場
所
】市
役
所
２
階
２
０

４
会
議
室

　
【
設
置
期
間
】３
月
１５
日
（
月
）

ま
で
の
午
前
８
時
半
～
午
後
３
時

　
※
郵
送
で
提
出
す
る
場
合
は
、

必
要
書
類
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
申
告
書
の
控
え
の
返
送
を

ご
希
望
の
方
は
、
返
送
先
を
記
載

の
上
、
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封

筒
も
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告
は

東
村
山
税
務
署
へ

　
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ
で
の
提
出
ま
た
は
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
自
宅
な
ど
で
作

成
し
た
申
告
書
を
東
村
山
税
務
署

市
民
税
・
都
民
税
の 

申
告
書
提
出
は
郵
送
で

　
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
書
は
、

３
月
１５
日
（
月
）
ま
で
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
受
付
会
場

は
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
３
密

を
避
け
る
た
め
、
郵
送
で
の
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
【
市
民
税
・
都
民
税
申
告
書
送

付
先
】〒
２
０
３

−

８
５
５
５
、

東
久
留
米
市
本
町
３
ノ
３
ノ
１
、

市
役
所
課
税
課
市
民
税
係

半
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
。
入
場
制
限
あ
り
。
混
雑
状
況

に
よ
っ
て
は
受
け
付
け
終
了
時
間

を
早
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
確

定
申
告
の
期
間
が
延
長
さ
れ
て
も

設
置
期
間
の
延
長
は
あ
り
ま
せ

ん
）。
会
場
の
混
雑
状
況
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
右
上
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
）
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
な
お
、
市
役
所
で
は
職
員
に
よ

る
対
面
で
の
作
成
補
助
は
行
っ
て

い
ま
せ
ん
。
作
成
補
助
が
必
要
な

方
は
東
村
山
税
務
署
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
確
定
申
告
の
期
間
が
延

長
さ
れ
て
も
、
市
役
所
で
確
定
申

告
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の

は
３
月
１５
日
（
月
）
ま
で
で
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
作
成
コ
ー
ナ
ー
と

市
民
税
・
都
民
税
に
つ
い
て
は
課

税
課
市
民
税
係
☎
４
７
０
・
７
７

７
７
（
内
線
２
３
３
３
～
２
３
３

７
）、
所
得
税
の
確
定
申
告
に
つ

い
て
は
、
東
村
山
税
務
署
☎
０
４

２
・
３
９
４
・
６
８
１
１
へ
。

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
と 

所
得
税
の
確
定
申
告
に
つ
い
て


